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〔
法
規
的
告
示
〕

〇
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第

四
条
第
五
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚

生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
要
指
導
医
薬
品

及
び
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
第
四
条
第
五
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
要
指
導
医

薬
品
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
の
一
部
を

改
正
す
る
件
（
厚
生
労
働
一
）

〇
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
第
二
百
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る

医
薬
品
及
び
期
間
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
同
二
）

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
個
人
向
け
国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令

第
四
条
第
六
項
第
二
号
に
規
定
す
る
中
途

換
金
に
係
る
個
人
向
け
国
債
の
買
入
消
却

に
関
す
る
件
（
財
務
二
）

〇
利
尻
空
港
の
施
設
に
つ
い
て
告
示
し
た
事

項
に
変
更
が
あ
っ
た
件
（
国
土
交
通
一
）

〇
建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
三

項
及
び
第
七
十
七
条
の
二
十
二
第
四
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
一
年
建
設
省
告

示
第
千
二
百
八
十
七
号
の
一
部
を
改
正
す

る
件
（
同
二
）

〇
建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
五

第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
七

年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
九
十
一
号
の

一
部
を
改
正
す
る
件
（
同
三
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

特
殊
法
人
等

中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社
料
金
の
額
及

び
徴
収
期
間
の
変
更
、
企
業
年
金
基
金
合

併
・
変
更
、
弁
理
士
登
録
、
日
本
弁
護
士

連
合
会
弁
護
士
名
簿
登
録
・
登
録
換
え
・

登
録
取
消
し
・
氏
名
変
更
・
職
務
上
の
氏

名
の
使
用
・
廃
止
・
記
章
紛
失
・
外
国
法

事
務
弁
護
士
名
簿
の
登
録
・
登
録
取
消

し
・
職
務
上
の
氏
名
の
使
用
、
日
本
弁
護

士
連
合
会
懲
戒
処
分
、
公
立
学
校
共
済
組

合
役
員
の
退
職
及
び
就
職
関
係

地
方
公
共
団
体

行
旅
死
亡
人
、
特
定
空
家
等
の
除
却
命
令

及
び
代
執
行
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
一
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

五
号
）
第
四
条
第
五
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
五
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
要
指
導
医
薬
品
及
び
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
五
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生

労
働
大
臣
が
指
定
す
る
要
指
導
医
薬
品
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
一
月
五
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎
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